
定額引き下げ措置（第11フェーズ）
（202５年5月２２日～）

予防的な激変緩和措置（第1２フェーズ）
（202５年６月26日～8月末ごろ）

補助上限額 ガソリン・軽油10円 重油・灯油5円 なし

補助額

①5月22日（木）～2８日（水）：

「5円＋前週補助額＋原油コスト変動分」
②5月29日（木）～補助額10円到達まで：

「前週補助額+1円＋原油コスト上昇分」
③補助額10円到達以降～：「定額10円」（灯油・重油は5円）

定額10円＋翌週予測価格の175円超過分
（上記支給額に対し、灯油・重油は×0.5）

補助額
算出方法

【算出に使用するデータ】
① 前週の補助支給額
② 原油価格の変動値
（日経ドバイ原油価格の1週前平均と2週前平均の差）

【計算式】
A．5月22日（木）～2８日（水）
・市場価格が翌週に実質5円下がるよう補助額を設定

5円＋①＋②＝補助額(a) （最大10円）（灯油・重油は5円）

※この週で上限に達した場合は、以降定額補助

B．5月29日（木）～補助額10円到達まで
・原油コスト上昇時：上昇分を打ち消し、更に市場価格が

1円引き下がるよう補助額を設定
・原油コスト下落時：下落分に加えて1円分補助額を追加

(a)＋1円＋②(上昇分のみ）＝補助額（最大10円）(灯油・重油5円)

C．補助額10円到達以降～
・定額10円（灯油・重油は5円）を支給

【算出に使用するデータ】

① 当週の価格調査結果（月曜調査、水曜公表）
② 前週の補助支給額
③ 原油価格の変動値
（日経ドバイ原油価格の1週前平均と2週前平均の差）

【計算式】
A．翌週予想価格の算出

①＋②＋③－10円＝翌週予想価格(a)

B．支給補助額の算出
ⅰ）翌週予想価格(a)が175円超の場合（超過分支給あり）

(a)-175円＋定額10円＝補助額(※)
(※)算出した補助額に対し、灯油・重油は×0.5

(0.1円未満は切り捨て)

ⅱ）翌週予想価格(a)が175円以下の場合（超過分支給なし）
・ガソリン・軽油：定額10円を支給
・灯油・重油：定額5円を支給

留意点 なし
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